
建築確認・適合証明

完了検査・他業務申請等

・原則、建築確認、適合証明は事前審査（事前相談あり）
で申請をお願いします（下記Aからスタート）

・完了検査、他業務申請（評価・長期・低炭素・性能向上・BELS・他）
は事前審査（事前相談なし）で申請をお願いします（下記Bからスタート）

変更点：本申請の際、
約款同意を追加

・文言の変更があります（事前審査→事前相談・受理→受信）

・本申請以降のフローが一部変わっています。
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